
❶ 火 災

❹ 風災・ひょう災・雪災

❼ 騒じょう・労働争議

❷ 落 雷

❺ 物体の落下・衝突

❽ 盗 難

❸ 破裂・爆発

❻ 水ぬれ

❾ 水 災

補償内容

などにより
損害が生じた
場合

の地震共済金をお支払いします。※半壊に至らない損害は補償されません。

地震共済金額の

100100％％全 壊
地震共済金額の

6060％％大規模
半 壊

地震共済金額の

3030％％半 壊

地震による

倒 壊
地震による

火 災
地震が原因の

津 波 噴 火

備えは備えは大丈夫大丈夫ですか？ですか？
へのへの

※�❶❶～❾❾の補償にプラス
してお支払いする費用共
済金がございます。

普通火災共済
補償内容▶❶～❹

総合火災共済
補償内容▶❶～❾

※４つのプランをお選びいただけます。

新総合火災共済
補償内容▶❶～❾

「地震危険
補償特約」の
ご加入に
あたって

▶ご加入の対象は、住宅に限らず、店舗・事務所・工場など新耐震基準である昭和56年６月以降の「建物」です。
　※新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合には、昭和56年５月以前の建物もお引受けすることができます。
　※家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等の動産は対象になりません。
▶地震危険補償特約は、単独では加入できません。火災共済にセットで加入する必要があります。
　※共済期間は原則１年、最長５年となります。
▶地震共済金額は、主契約である火災共済契約の共済金額の30％～50％の範囲内で設定し、1,000万円が限度額です。
▶当組合と全日本火災共済協同組合連合会が共同して共済契約をお引受けします。

このチラシ（文書）
は概要を説明した

ものです。詳細については
取扱代理所または当組合に
お問い合わせください。

火災共済のご契約に

地震危険補償特約地震危険補償特約
をセットできます！

住宅

お店

事務所

工場

Kobaton

少ない負担で
安心の補償を
ご提案します！

〒330-8669　さいたま市大宮区桜木町1-7-5（大宮ソニックシティビル7階）
TEL 048－641－9203㈹　FAX 048－645－6984

FAX送付先▶埼玉県火災共済協同組合　FAX 048－645－6984

お電話またはFAXでご連絡・お問合せください。

□自動車共済　　□火災共済	 □ 見積り希望
	その他取扱　休業対応応援共済、医療総合保障共済、まごころ共済　等	 □ 説明を聞きたい

お名前／
会社名（ご担当者名）

ご住所

TEL FAX 送付枚数　合計　　　　　　　　枚

　（個人情報の取扱に関する重要事項）当アンケートでご提供いただきました情報につきましては、個人情報の保護に関する法律を遵守しお取り扱いいたします。
　また、当組合等より、各種サービス、共済制度、その他行事などのご案内をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

埼玉県火災共済協同組合
埼玉県認可 お取扱い代理所名

2024.1

プラス



事故有係数期間３年間は「事故有」の割引率が適用されます。
上記期間無事故であれば４年後に「無事故」割引率に戻ります。

※等級別の割増引は損保各社等により異なります。また、制度改定などにより変更となる場合があります。
　本チラシに記載の損保会社等の割増引率は大手各社の平均数値となります。


